
 

 

  

 

 

 

 ○ 寄附申出書 （押印していただく必要はありません。） 

  ○ 確認シート（別紙） 

 

 

 

 

① 企業から寄附申込書、確認表の提出 

② 県から寄附企業へ「納入通知書」を送付 又は 指定普通口座の案内 

③ 企業が納入通知書により入金 又は 指定普通口座への振込により入金 

④ 県が入金を確認 

⑤ 県から寄附企業へ「受領証」を送付 

⑥ 寄附企業は、税の申告の際に、地方創生応援税制の適用がある寄附を行った旨を申告し、

税制上の優遇措置を受ける 

 

 

 

 以下の方法によりお申込みください。 

 ○メール 

   メールアドレス：sogoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp 

 ○ＦＡＸ 

    FAX 番号：０９８５－２６－７３３１ 

 ○郵送 

   郵送先：〒880-8501 宮崎市橘通東２丁目１０番１号 

 

 

 

 

 

 宮崎県総合政策課 調整担当 

 TEL:０９８５－２６－７１１５ 

 この度は、本県への「企業版ふるさと納税」をご検討くださり、誠にありがとうございます。 

寄附のお申込みに際しまして、以下についてご確認くださいますようお願いいたします。 

必要書類 

寄附受入れの流れ 

申込方法 

問合せ先 

宮崎県への「企業版ふるさと納税」に係るお手続きについて 

 



 

地方創生応援税制活用事業に対する寄附の申し出について 

 

令和  年  月  日  

 

宮崎県知事 河野 俊嗣 殿 

 

 

              （本社等の所在地） 

（企業名） 

        （代表者役職・氏名） 

 

 

 貴県で実施する『宮崎県まち・ひと・しごと創生推進事業』に対し、下記の

額を寄附することを申し出ます。 

 

 

記 

 

 

■ 寄附金額          円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙） 

宮崎県への「企業版ふるさと納税」お申出にあたってのご確認 

 

 貴    社    名                                                             

貴社の本社所在地                 （ 都 ・ 道 ・ 府 ・ 県 ） 

 

貴社の御担当者様  （御所属）                             

               （御氏名）                             

               （ＴＥＬ）                              

               （メール）                             

 

 

下記要件をご確認いただき、□にレ点をご記入ください 
☐ 貴社、貴社代表者及び役員が宮崎県暴力団排除条例(平成 23年宮崎県条例第 18号)第 

2条第 1号から第 4号までに規定されている暴力団、暴力団員、暴力団員等及び暴力団 
関係者ではないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 

 

◆御希望の寄附対象分野又は事業名及び寄附額について                                

 ※御希望の寄附対象分野又は事業名に寄附額をご記入ください。 

 ※企業版ふるさと納税制度活用のための寄附額は、１０万円以上です。 

分野又は事業名 寄附額（円） 

みやざき産業人財確保支援分野（奨学金返還支援事業）  

みやざきの文化資源（遺産）継承・活用応援分野  

国スポ・障スポ応援分野  

みやざきゼロカーボン推進分野  

世界農業遺産応援分野  

フードビジネス振興分野  

どの分野でも良い  

合  計  

 

◆公表の可否について                                                

 

法人名の公表  ☐可      ☐不可 

御社ＨＰ（ＵＲＬ）の公表 ☐可      ☐不可 

 →「可」の場合、掲載する URL（                   ） 

 

◆納入方法について                                                 

 

☐ 納入通知書による納入 ・下記金融機関での納入が可能です。 

宮崎銀行、宮崎太陽銀行、みずほ銀行、福岡銀行、西日本シテ

ィ銀行、肥後銀行、大分銀行、鹿児島銀行、南日本銀行、九州

労働金庫、熊本県信用組合 

※上記金融機関以外での納入は手数料がかかります。 

☐ 指定普通口座への振込

による納入 

・後日お知らせする、普通口座へ振込いただきます。 

※振込手数料がかかります。 



 

【参考】 

 暴力団関係者の定義 

「宮崎県暴力団排除条例」 

 第２条 

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。以下

「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。 

(2) 暴力団員 法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。 

(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。 

(4) 暴力団関係者 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。 

(5) ［略］  

(6) ［略］ 

 


